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令和７年陸別町議会第５回臨時会会議録（第１号） 

招 集 の 場 所 陸 別 町 役 場 議 場

開 閉 会 日 時 開会 令和７年10月14日　午前10時00分 議　長  久　保　広　幸

及 び 宣 告 閉会 令和７年10月14日　午前10時15分 議　長  久　保　広　幸

      応（不応）招議 議席 出席等 議席 出席等
      員 及 び 出 席 並 氏　　名 氏　　名

び に 欠 席 議 員 番号 の　別 番号 の　別

 出席　　　７人 １ 濱　田　正　志 ○

 欠席　　　０人 ２ 三　輪　隼　平 ○

 凡例 ３ 渡　辺　三　義 ○

 ○ 出席を示す ４ 工　藤　哲　男 ○

 ▲ 欠席を示す ５ 中　村　佳代子 ○

 × 不応招を示す ６ 谷　　　郁　司 ▲

 ▲○公  公務欠席を示す ８ 久　保　広　幸 ○

会議録署名議員 　　渡　辺　三　義 　　工　藤　哲　男

職務のため議場に 事務局長 主査 
出席した者の職氏名 　　　　　　　請　川　議　浩 　　　　　　　竹　島　美 登 里

法第１２１条の規定 町 長 本　田　　　学

により出席した者の 

職氏名

町長の委任を受けて 副　　町　　長 今　村　保　広 総　務　課　長 丹　崎　秀　幸

出席した者の職氏名 総 務 課 主 幹 清　水　　　遊

 

教育長の委任を 

受けて出席した者の 

職氏名

農業委員会会長の 

委任を受けて出席し 

た者の職氏名　　　

議　　事　　日　　程 別紙のとおり

会 議 に 付 し た 事 件 別紙のとおり

会　議　の　経　過 別紙のとおり
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◎議事日程

日程 議　案　番　号 件　　　　　　　　　　名

１ 会議録署名議員の指名

２ 会期の決定について

３ 議 案 第 ６ ２ 号 教育長の任命について

４ 議 案 第 ６ ３ 号 令和７年度陸別町一般会計補正予算（第３号）

 

◎会議に付した事件 

 　議事日程のとおり
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 開会　午前１０時００分

──────────────────────────────────── 

◎開会宣告 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　ただいまから、令和７年陸別町議会第５回臨時会を開会します。 

──────────────────────────────────── 

◎諸般の報告 

──────────────────────────────────── 

 ○議長（久保広幸君）　これから、諸般の報告を行います。

　議会関係諸般の報告については、諸般報告つづりのとおりでありますので、御了承願い

 ます。

──────────────────────────────────── 

◎町長行政報告 

──────────────────────────────────── 

 ○議長（久保広幸君）　町長から、行政報告の申出があります。

 　本田町長、登壇願います。

○町長（本田　学君）〔登壇〕　９月２日、９月定例会以降、本日までの行政報告を申し

 上げます。

　お手元にお配りしております書面のとおりの内容でありますが、書面から１件、御報告

 申し上げます。

　９月２２日に音更町で行われました第５４回十勝総合畜産共進会乳用牛の部であります

第６部未経産シニアクラスで、本町、有限会社編田牧場の「アミダ　プリンセス　ファー

スト　ドック　ローザ」が１等２席、第１４部４歳クラスで同じく有限会社編田牧場の

「アミダ　プレリー　シータ　メアリー」が１等１席の受賞となりました。２頭について

は、１０月２５日から開催の第１６回全日本ホルスタイン共振会北海道大会への出品とな

 ります。生産者の日頃からの努力の賜物であり、大変喜ばしいことであります。

 　以上で行政報告を終わらせていただきます。

 ○議長（久保広幸君）　これで行政報告を終わります。

──────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

──────────────────────────────────── 

 ○議長（久保広幸君）　これから、本日の会議を開きます。

──────────────────────────────────── 

◎日程第１　会議録署名議員の指名 

──────────────────────────────────── 

 ○議長（久保広幸君）　日程第１　会議録署名議員の指名を行います。
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 　会議録署名議員は、３番渡辺議員、４番工藤議員を指名します。

──────────────────────────────────── 

◎日程第２　会期の決定の件 

──────────────────────────────────── 

 ○議長（久保広幸君）　日程第２　会期の決定の件を議題にします。

　本件については、本日、議会運営委員会を開催し、本臨時会の会期について協議してお

 りますので、委員長より報告を求めます。

 　三輪委員長、登壇願います。

○２番（三輪隼平君）〔登壇〕　令和７年陸別町議会第５回臨時会の運営について、本日

開催しました議会運営委員会において、慎重に協議しましたので、その結果について報告

 いたします。

　本臨時会に、町長から提出のありました議案は、教育長の任命について１件、補正予算

 １件であります。

　よって、議案の内容を総合的に勘案の上、協議した結果、本臨時会の会期につきまして

 は、本日１日間とすることに決定いたしました。

　以上のとおりでありますので、議員各位におかれましては特段の御理解と御協力をお願

 い申し上げ、報告といたします。

 ○議長（久保広幸君）　お諮りします。

　本臨時会の会期は、ただいま議会運営委員長からの報告のとおり、本日１日間としたい

 と思います。

 　御異議ありませんか。

 （「異議なし」と呼ぶ者あり）

 ○議長（久保広幸君）　異議なしと認めます。

 　したがって、会期は、本日１日間とすることに決定しました。

 　暫時休憩します。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休憩　午前１０時０４分

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再開　午前１０時０５分

 ○議長（久保広幸君）　休憩前に引き続き、会議を開きます。

──────────────────────────────────── 

◎日程第３　議案第６２号教育長の任命について 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　日程第３　議案第６２号教育長の任命についてを議題とします。 

　提案理由の説明を求めます。 

　本田町長、登壇願います。 

○町長（本田　学君）〔登壇〕　議案第６２号教育長の任命についてでありますが、現教

育長が令和７年１１月１７日をもって任期満了となりますので、地方教育行政の組織及び
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運営に関する法律第４条第１項の規定により、議会の同意をいただきまして任命しようと

 するものであります。

 　現教育長の有田勝彦氏を引き続き任命したいと考えております。

　住所は陸別町字陸別東２条１丁目２番地４、生年月日は昭和３８年３月１４日生まれの

 満６２歳であります。

 　任期は令和７年１１月１８日から令和１０年１１月１７日までの３年間です。

　有田氏は昭和６１年３月に仙台大学を卒業後、同年４月に陸別町教育委員会事務局に採

用され、これまで診療所事務長、教育委員会次長を歴任後、令和元年５月９日から教育長

として当町の教育振興に取り組んでいただいており、現在３期目であります。有田氏は昭

和６２年から現在に至るまでの約３８年間、陸別バドミントン少年団の指導者として多数

の団員の育成、指導に携わっており、その功績により、令和３年には北海道スポーツ協会

 表彰を授与されております。

　有田氏は、教育行政に精通し、人物、識見とも申し分ない方だと思っておりますので、

 御同意賜りますようお願い申し上げます。

 ○議長（久保広幸君）　これから、質疑を行います。

 　質疑はありませんか。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

 ○議長（久保広幸君）　質疑なしと認め、これで終わります。

　陸別町議会の運営に関する基準第９９条の規定により討論を省略し、これから議案第６

 ２号教育長の任命についてを採決します。

 　この採決は、起立によって行います。

 　本案は、これに同意することに賛成の方は起立を願います。

 （賛成者起立）

 ○議長（久保広幸君）　起立全員です。

 　したがって、議案第６２号は同意することに決定しました。

──────────────────────────────────── 

◎日程第４　議案第６３号令和７年度陸別町一般会計補正予算（第３号) 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　日程第４　議案第６３号令和７年度陸別町一般会計補正予算

（第３号）を議題とします。 

　提案理由の説明を求めます。 

　本田町長、登壇願います。 

○町長（本田　学君）〔登壇〕　議案第６３号令和７年度陸別町一般会計補正予算

（第３号）ですが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６９万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５０億６,８５２万６,０００円とするものであり
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 ます。

　内容については副町長に説明させたいと思いますので、御審議のほどよろしくお願い申

 し上げます。

 ○議長（久保広幸君）　今村副町長。

 ○副町長（今村保広君）　それでは、議案６３号の説明を行いたいと思います。

 　まず、１ページを御覧いただきたいと思います。

　歳入歳出予算の補正、第１条第２項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごと

 の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。

 　それでは、事項別明細書の歳出から説明いたします。

 　５ページを御覧ください。

　２の歳出、２款総務費、１項総務管理費、１４目緊急支援給付金事業費、１８節負担金

補助及び交付金、補助金で物価高騰対応重点支援給付金６９万円の補正となっておりま

す。こちらは、定額減税の不足額給付金で、９月定例会で国の算定ツールに従い計算しま

して、その結果を予算計上しておりましたが、給付事務を進めている際に、町の電算処理

システムとの結果に差が見られたため、改めて全件精査したところ、国の算定ツールに反

映されていないもの、いわゆる漏れがあることが判明し、不足額を補正するものでありま

 す。

　以上によりまして、９月補正計上時は１９９人を見込んでおりましたが、給付総数は２

 ０６人となります。

 　続いて、歳入、４ページを御覧ください。

　１番、歳入、１４款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費補助金、１節総務管理費

補助金、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金６９万円。こちらは今回の歳出補正額

 の全額が国庫補助金の対象となります。

　以上で議案第６３号の説明を終わりますので、以後、御質問によってお答えしてまいり

 ますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（久保広幸君）　これから、議案第６３号令和７年度陸別町一般会計補正予算（第

 ３号）の質疑を行います。

　第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。事項別明細書は４ページから５

 ページまでを参照してください。

 　質疑はありませんか。

 　５番中村議員。

○５番（中村佳代子君）　今ほど説明ありました物価高騰対応重点支援給付金についてお

 伺いいたします。

　１９９人だったのが２０６人になったということで、これについての２０６人分の給付

の状況、支払い状況についてと、この７人分が６９万円不足して、もしかしたら今まで支

 払いが滞っていたのか、現在の状況についてお伺いいたします。
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 ○議長（久保広幸君）　丹崎総務課長。

 ○総務課長（丹崎秀幸君）　ただいまの質問にお答えいたします。

　支払いの状況ということでしたけれども、この給付事業につきましては、９月のさきの

定例会で可決いただいた後に、各対象者宛てに今、案内申請書類等を発送して、その返送

待ちの段階であります。支払いについては、この後、返送されたものから順次支払いを

 行っていく流れになっております。

　今回補正させていただいた分につきましては、議決いただいた後に、速やかに対象者の

追加を行いまして、順次また追加の発送を行うと。その返送、いわゆる申請ですね。申請

があった後の支払いということでございますので、滞っていたということではなくて、対

 象者が増えたことによって、新たに御案内さしあげる方が増えたということであります。

 　以上です。

 ○議長（久保広幸君）　５番中村議員。

○５番（中村佳代子君）　今の追加でお聞きしますけれども、返送が戻ってきて、支払い

はまだこれからということですか。今のところ、１件もないということでよろしいでしょ

 うか。

 ○議長（久保広幸君）　丹崎総務課長。

○総務課長（丹崎秀幸君）　まだ支払いにつきましては、１回目の支払いが終わっており

ませんので、今月１回目の支払いの予定をしておりますが、返送がある程度まとまった段

 階で支払いの処理を行いますので、そのような流れで御理解いただきたいと思います。

 ○議長（久保広幸君）　ほかに質疑はありませんか。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

 ○議長（久保広幸君）　これで、質疑を終わります。

 　これから、討論を行います。

 　討論はありませんか。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

 ○議長（久保広幸君）　討論なしと認め、これで終わります。

 　これから、議案第６３号令和７年度陸別町一般会計補正予算（第３号）を採決します。

 　お諮りします。

 　本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

 （「異議なし」と呼ぶ者あり）

 ○議長（久保広幸君）　異議なしと認めます。

 　したがって、議案第６３号は、原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────── 

◎閉会宣告 

──────────────────────────────────── 

 ○議長（久保広幸君）　これで、本日の日程は、全て終了いたしました。
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 　会議を閉じます。

 　令和７年陸別町議会第５回臨時会を閉会します。

 閉会　午前１０時１５分
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　以上、地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

 

　　議長 

 

 

　　議員 

 

 

　　議員 

 

 


